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                  日 時：令和４年６月29日（水）10:00～11:51 

                  場 所：オンライン開催 

 

 
１ 開 会 

 

２ 議 事 

（１） 優先的検討規程の策定の手引の見直しについて 

（２） 今後の事業推進部会での検討事項について 

 

３ 閉 会 
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○庄司企画官 それでは、定刻になりましたので、開会したいと思います。 

 ただいまから「民間資金等活用事業推進委員会第９回事業推進部会」を開催いたします。 

 本日は、お忙しい中御出席いただきまして、ありがとうございます。 

 本日は、構成員11名中、現時点で10名御出席いただいておりまして、民間資金等活用事

業推進委員会令に規定されている定足数である過半数に達しており、部会が成立しており

ますことを御報告申し上げます。 

 なお、事務局で人事異動がございましたので、御報告させていただきたいと思います。 

 民間資金等活用事業推進室長の英でございます。 

○英審議官 昨日付でPFI推進室長に着任いたしました英でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 実は、辞令をいただいてからまだ24時間とちょっとということで、委員の皆様には、本

来、事前に御挨拶にお伺いすべきところ、こういった形でウェブの中でお会いする形にな

ってしまったことをまずおわび申し上げたいと思います。 

 どうぞよろしくお願いします。 

 PFIの関係は、この６月にアクションプランをつくりまして、それでまた大きく深掘りを

する体制が決まったところでございます。より多くの自治体に、それからいろいろな施設

で入れていただくために、きめの細かい対応が必要になると思います。 

 これから皆様のお知恵もいただきながら、そういった対応をしっかりと取っていきたい

と思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○庄司企画官 ありがとうございました。 

 それでは、進行させていただきます。 

 今回もウェブ会議システムを活用し、委員、専門委員、各省庁の傍聴者及び事務局はオ

ンラインで参加していただいてございます。 

 傍聴されている方につきましては、カメラ及びマイクのボタンは押さないように御注意

願います。 

 それでは、以後の議事につきましては、北詰部会長に進めていただきたいと存じますの

で、よろしくお願いいたします。 

○北詰部会長 部会長の北詰でございます。 

 聞こえますでしょうか。 

○庄司企画官 はい。 

○北詰部会長 よろしゅうございますね。 

 多分、今、委員11名がそろったと思いますので、11分の11で進めさせていただければと

思います。 

 それでは、議事に入ります。 

 本日、議事は２つございまして、そのうちの１点目につきまして「優先的検討規程策定
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の手引の見直しについて」でございます。 

 事務局から御説明願います。 

○庄司企画官 それでは、事務局より、議事（１）について、資料１－１で御説明させて

いただきたいと思います。 

 １ページをお開きいただければと思います。 

 昨年12月から議論を開始いたしました優先的検討規程の見直しでございますが、昨年６

月の指針の見直しを踏まえまして、小規模団体での参考となる取組を追加する観点からの

検討を進めてきたところでございます。 

 今回、その最終的な取りまとめを御報告し、改定版の手引を発出してまいりたいと考え

てございます。 

 なお、先ほど審議官からございました新しいアクションプランにおきましては、PPP/PFI

が自律的に展開する基盤の形成に向けて、優先的検討規程の実効性に向けた見直しの促進

を掲げてございますので、今後も調査・検討を行いまして、手引の充実を図ってまいりた

いと考えてございます。 

 ２ページでございます。 

 全体の構成をこちらにお示ししているところでございます。 

 御議論いただきました中で、小規模自治体向けの情報が追加されたことが分かりやすい

ようにということで、Ⅸ章を追加する形で、ここに参考になる取組事例を４項目に分けた

形で記載する形といたしております。 

 あわせまして、自治体の規模にかかわらず、有効と考えられる事項につきましては、留

意点や参考ということで、ほかの章に追記する形を取っているところでございます。 

 ３ページでございます。 

 改定内容の主なポイントをこちらでお示ししております。 

 前回の部会まででは、５点のポイントとして取り上げたところでございまして、これを

検討のそれぞれの段階に応じまして、４つに振り分けて整理しているところでございます。 

 ポイントの１点目でございますが「優先的検討の開始時期と対象事業の捕捉」について

でございます。 

 負担軽減のために、構想段階から優先的検討を意識しまして、庁内の意思統一や情報収

集を進めることが有効であることを記載してございます。 

 それから、事業担当課と連携し、早期の段階で検討対象事業を捕捉することで、手続の

合理化が期待できる旨の追記をしているところでございます。 

 ２つ目ですが「手続きの簡略化による負担軽減」についてでございます。 

 採用するスキームや基本構想段階での検討状況等により、簡易検討を省略し負担軽減が

期待できることを明示してございます。 

 簡易検討においては、定性的評価やサウンディング結果の活用が可能であることを紹介

しまして、そのひな型例も追加する形にしてございます。 



 

5 

 

 前回の部会での御意見も踏まえてというところでございまして、山口委員からは、定性

的評価の活用につきましては、計画部会でも議論されています。多様な効果の整理が活用

可能であると御指摘いただいているところでございますが、現在、多様な効果につきまし

ては、これから具体化に取り組んでいこうというところでございまして、この検討の進捗

に応じまして、こういったことについても引用するような形で検討していきたいと考えて

ございます。 

 ３つ目でございますが「優先的検討の対象事業の考え方」でございまして、対象事業の

裾野の拡大と、導入効果・負担増加のバランスを考慮する必要があると挙げた上で、事業

費基準を柔軟に変更している例や、事業費以外の基準を設けている例を紹介しまして、各

地方公共団体の状況に応じてカスタマイズすることが有効である旨の記載をしているとこ

ろでございます。 

 こちらにつきましても、前回の部会では、山口委員からは、既存ストックの活用とか、

維持管理も優先的検討の対象であることを明示していくべきと御指摘をいただいたところ

でございますが、新しいアクションプランでこれらの活用モデルの形成に取り組むことに

してございますし、こういったモデルケースの形成状況とともに、追記を考えていければ

と思ってございます。 

 また、福島委員からは、広域化やバンドリングにより事業費自体を引き上げる仕組みに

ついても言及してはと御意見をいただいているところでございますし、難波委員からは、

特定事業の後からの追加などの柔軟な運用、活用できる支援の追加といった工夫も必要と

御指摘をいただいているところでございます。 

 これにつきましては、前回の部会の中でも、事務局より御回答させていただきましたよ

うに、広域化などの記述は必要であるところではありますが、かなり難易度の高い応用編

の取組かというところもございますので、今後、モデル的な検討を進めていきたいと考え

てございますので、その取組状況を踏まえた追記なども検討していければと思っていると

ころでございます。 

 また、横山委員からは、事業費が少なくても、公民連携手法を活用すべきという強いメ

ッセージを出すことが必要と御指摘もいただいているところでございますが、今回、自治

体の取り組みやすさとのバランスを考慮する必要があるかというところで、今回は事例を

中心に記述することにさせていただいてございます。 

 新しいアクションプランでは、総合管理計画におけるPPP/PFIの活用を位置づけまして、

積極的にフォローすることを掲げてございますので、こういったものが優先検討にも生か

されるように、取組強化を図ってまいりたいと考えてございます。 

 最後の４点目は「庁内体制の整備」でございまして、規程に各部署の役割を明らかにし

た推進体制や運用のフローを位置づけまして、庁内の優先的検討体制を構築することが重

要である旨の追記をしてございます。 

 取りまとめ部門を置きまして、各部門への支援体制を確保して、規程の運用の円滑化を
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図っている事例を紹介しているところでございます。 

 前回の部会の中では、取りまとめ部門を置くことに関しては、取りまとめ部門を具体的

に書き下すべきと御指摘もいただいたところでございまして、手引の本文におきましては、

企画系の部署、公共施設等管理計画を所管するなど、アセットマネジメント系の部署、行

革を所管する部署などという形で具体的に記述しているところでございます。 

 それから、これら以外の部分でございますが、例えば宇野委員からも御指摘がありまし

た次期事業検討や公共施設等総合管理計画等、ほかの計画との連携、構想段階などの上流

からの検討を視覚的に取り上げやすいようなフロー図。 

 それから、渡辺委員から御指摘がありましたところですが、事業者との連携の強化の必

要性を踏まえまして、地域プラットフォームの活用や民間事業者からの提案の活用といっ

たことにつきましては、自治体の規模にかかわらず、留意すべき点と考えまして、Ⅱ章の

「留意点」といったところなどに追記しているところでございます。 

 事務局からの説明は、以上になります。 

○北詰部会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの説明について、委員の先生方から御意見、御質問等を受け付けたいと思いま

すが、挙手ボタンを押していただきますと、こちらから順次、指名させていただきます。 

 御意見、コメントがある方は、挙手ボタンをお願いします。 

 大体２～３名の方の御意見をまとめてお伺いして、事務局からお答えいただくような形

式を取りたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 いかがでしょうか。 

 では、まず、山口部会長代理からお願いいたします。 

○山口委員 御説明ありがとうございました。 

 １点気になるのが、３番の優先的検討規程の対象事業の考え方で、対象事業の考え方と

いいながら、基本的には事業費基準の話しか書いていないのです。対象事業の考え方とい

った場合に、PPP/PFIでどの範囲の事業を対象にするのかというのがタイトルから想定さ

れることなのですが、事業費基準のことしか書いていない。 

 先ほども御説明があったのですが、人口20万人未満の規模の小さい自治体が優先的検討

規程をこれまで策定していない主な理由として考えられるのは、これまでPPP/PFIは施設

整備を伴う事業であると。そうした場合、人口が非常に少ない、規模の小さい自治体です

と、主に財政制約があって、新規の整備案件はほとんどないと。なので、うちはあまり関

係ないなということで、優先的検討規程を策定する必要性を感じないと。 

 そういったところが大きいのではないかと思うのですが、今回のアクションプランの中

で、PPP/PFIの範囲を拡張していくといった中で、既存ストックの有効活用、あるいは既存

ストックやインフラの維持管理における包括的民間委託等、あるいは広域化によって施設

整備を行っていくといったところをPPP/PFIの射程として広げて、そこもきちんと強力に

推進していこうと。 
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 そういう話になっている中で、人口20万人未満の自治体においては、そういった既存ス

トックやインフラの維持管理、有効活用とか、広域化による施設整備といったところをき

ちんと優先的検討規程の射程に入れないと、なかなか優先的検討規程を策定する必要性は

感じないところにありますので、対象地域の考え方のところで、アクションプランのどこ

を見てほしいということでもいいのですが、その辺りはもう少しクリアに明記したほうが

いいのではないかと思います。 

 以上です。 

○北詰部会長 どうもありがとうございます。 

 今のところ、山口委員からの御意見だけですので、これで１回、事務局、お答えいただ

けますか。 

○庄司企画官 御指摘ありがとうございます。 

 確かに現在の指針は、対象事業に関しては、事業費の基準について言及していることも

ありまして、こういう手引の作り方になってきているところはあると思いますが、御指摘

の点は非常に大きなポイントかと思いますので、そこに一旦はちゃんと目を向けてもらえ

るように、何か追記する方法を考えさせていただいて、反映できればと思いますので、検

討させていただければと。「対象事業」という項目のところにでも何かしら書かせていた

だくようにしたいと考えてございます。 

○北詰部会長 私からもかぶせるような言い方で申し訳ないのですが、実際、小さな自治

体の現場の方々は、自分の担当しているプロジェクトが当該の対象になるのだというのは、

具体的にその分野というか、そこのプロジェクト、例えばうちのところが抱えているイン

フラの維持管理なのだとか、広域化を考えている、隣の自治体と一緒にやるこの事業なの

だと、まずはそこから意識を始めるような形にもなりますので、ぜひここが明確に意識で

きるように、例えばアクションプランのここを見ろみたいなのでも構わないのは確かにそ

うだと思いますので、こういう形で反映していただければと思います。 

 では、難波委員、手が挙がっているようですので、よろしくお願いします。 

○難波委員 難波です。 

○北詰部会長 すみません。カメラを少し下げていただいて、お顔が見えるように。申し

訳ない。 

○難波委員 申し訳ありません。 

 難波です。 

 先ほど山口委員からも御指摘があったところで、規模の話だけだと、小さな自治体はあ

まり関心がないというか、自分たちのこととして考えていただけないところはかなりある

かと思うのです。 

 今回、体制のところで、公共施設と総合管理計画に関連している部門等との連携をうた

っていただいているので、そういったところをもう少し押し出していただくとか、小規模

自治体ほど地元の企業さんとの関連性、あるいは地元企業をどうやって使うかというとこ
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ろでの関心が高いと思うので、そういった地域の事業者が活躍できる分野みたいなところ

への視点みたいなものが少し書き込まれたりすると、もう少し響き方が違うのかなと。 

 単純に10億円とか１億円という区切り方ではなくて、地元の事業者とこれまで連携して

やってきていることをPPP的な捉え方で、新しい事業として起こせるのかなとか、いろいろ

なことを考えていただくきっかけにしていただけるような文言があると、少しは響くかな

と思いました。 

 以上です。 

○北詰部会長 ありがとうございます。 

 ほかの委員の先生方、御意見がございましたら。 

 では、難波委員の御発言も、山口委員の御発言にかなりかぶるところがありますが、事

務局、もしコメントがございましたら、よろしくお願いします。 

○庄司企画官 難波委員、御指摘ありがとうございました。 

 お二方からの御指摘を踏まえた形で書いていければと思っています。 

 今、留意点というところで共通的、補足的なことを書き足していると御説明させていた

だきましたが、例えば優先的検討を開始する時期に関しましては、基本構想とかいろいろ

な総合計画をつくるときからということで、その辺が視覚的に見えるようなフローを出さ

せていただいているところもありますので、そういったところも引用しながら、こういう

段階からこういう計画とも連携しながら、こういう感じのプロジェクト、維持管理とか公

的不動産の活用といったものも含めて検討の対象なのですよということが見てとれるよう

な書き方で書き加えるようにしていきたいと考えております。 

○福永参事官 参事官の福永です。 

 今回の御指摘の部分は、アクションプランが決定した中でも、今後の方向性はこのよう

になっていくのだというところは、うまくアクションプランも引っ張り出しながら書いて

いける部分と思います。 

 また、今回の改定は、昨年度に御議論いただいて、事例を集めてきている中からの御紹

介となっておりますので、今回の御指摘のうち、自治体の方により理解いただくために、

さらに充実が必要な部分はもうちょっと。 

 今回の改定は、取りあえず改定させていただいた上で、さらにまた事例を集めたりして、

そういった意味での充実を図ることも含めて対応させていただければと思っております。 

○北詰部会長 どうもありがとうございます。 

 多分、マイクの位置か何かの問題だと思うのですが、英審議官に御発言いただくのに、

少し聞き取りにくいので、聞き取りやすいように、誰か現場でマイクを真正面にするとか

していただきますとよろしいかと思います。 

 その都度その都度やっていただくのは面倒くさいのですが、ちょっと聞き取りにくい部

分があって、多分、ほかの委員の先生方もそんな感じで、耳を押さえていたりされていた

方がいらっしゃったので、そういうことだと思いますので、御配慮いただければと思いま
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す。 

 ありがとうございます。 

 もしほかにございましたら。 

 では、村松委員、よろしくお願いします。 

○村松専門委員 ありがとうございます。 

 今回の規程策定の手引の見直しをどうもありがとうございます。丁寧に拾い上げていた

だきました。 

 さっきの委員の方々が既におっしゃったこととかぶってくるのですが、今回追加いただ

きました小規模自治体向けの章につきまして「優先的検討の対象事業の考え方」のところ

です。 

 こちらへの記載内容で、今までおっしゃっていただいた内容にかぶせてという形になる

のですが、対象外事業を記載していらっしゃる自治体の事例を挙げていらっしゃるのが若

干気になったところでございました。 

 それぞれの事情があって対象外とされるものを明記していらっしゃるのだとは思うので

すが、これを柔軟に捉えることとしておりますという自治体の例であれば、概念としては

そういったものはあるのだけれども、実務運用ではそれにこだわる必要もないのだなとポ

ジティブに捉えていただくと思うのですが、もしそういったものがないと、対象外と決め

てしまったら、もうこれはやらなくていいのだ、スコープ外なのだと考えられることにな

らないよう、むしろ積極的にいろいろなことを柔軟に考えるといいのだよといった後押し

をしていただければと考えました。 

 あと、４番の「庁内体制の整備」の中で大変いいなと思ったのは、規程策定体制そのも

のの事例を挙げていただいていたことです。 

 今から新しい規程をつくることになりますので、一体どこの部署が音頭を取って、実際

の実行面まで考えた形で体制を組むのだといったところで、具体的な部署名を出していた

だいた上で体制をお示しいただいたのは、投資になるかなと拝見いたしました。 

 これは手引そのものの話ではないのですが、以前、規程類につきましては、平成28年、

平成29年ですか、策定の手引説明会という形で全国各箇所を回られて、多数の自治体の方々

に御参加いただいたことを拝見しております。 

 今回もまた説明会という形で、今度はターゲットが規模の小さいところも含めてという

ことになりますので、説明会を開催されると思いますが、リモート開催ができますので、

さすがに全国津々浦々行かなくても大丈夫という形で、皆様の労力も少し削減して、かつ、

御参加される方が参加しやすいような形で御提供いただければと思います。 

 以上となります。 

 ありがとうございます。 

○北詰部会長 どうもありがとうございます。 

 どうしましょうか。福島委員、手が一瞬挙がっていたように思ったのですが、よろしい
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ですか。 

○福島専門委員 挙げていました。 

○北詰部会長 よろしくお願いします。 

○福島専門委員 まずは、取りまとめをありがとうございます。お疲れさまでした。 

 私からは、前の部会でバンドリングという話をさせていただいて、応用編なのでとさっ

きちらっとお話しされていて、それほど応用編でもないのになと思いながら聞いていたの

ですが、よく見ていると、一応、取組等とはなっていますが、形態としてはほぼ小規模自

治体の事例集のような書き方になっているのかなと思っています。 

 今の村松委員のお話にもリンクするのですが、事例集は事例集でよい。そうすると、ほ

かの同じような自治体もこのようなことをやっているのねということで、それでインセン

ティブ、モチベーションが湧いてくるという利点はあると思うのですが、逆に事例に引っ

張られるところがきっとあるかなと思っています。 

 そうすると、必ずしも理念どおりではないとか、そこで限定的になってしまう部分とい

う弊害はあるのかなと思いますので、別にこの事例集で同様の自治体のモチベーションを

高めるというやり方は、もちろん否定するものではないのですが、例えばここはこうなの

だけれども、このようなやり方もありますよと一言書いていただいて、理念も少し加えて

いただいたほうが、今だとほぼ事例集というタイトルにしてもいいぐらいの感じになって

いるので、その辺を少し補足されてはどうかと思っています。 

 以上です。 

○北詰部会長 ありがとうございます。 

 では、下長委員にも御発言いただいて、お三方の意見について、後で事務局でお答えい

ただきたいと思います。 

 下長委員、よろしくお願いします。 

○下長専門委員 私からは１点確認なのですが、出来上がった規程集の29ページに、手続

の簡易化というところがありまして、そこに、従来の通常のPFIの場合は、おおむね４年程

度のものが、簡略化すると２年半から３年程度に短縮できる、という記述があるのです。 

 ここのおおむね４年程度というのが、PFIは４年もかかるのだという印象を強く与える

のですが、そのページに図がありまして、この図を見ると、その４年の内訳について「基

本構想」「基本計画」「導入可能性調査」で２年８か月、その後の「実施方針公表」から

は１年６か月ということになっています。 

 私の経験からすると、前半の「基本構想」「基本計画」「導入可能性調査」の２年８か

月は、施設の内容にも依るところはあるのですが、通常「導入可能性調査」は半年程度で

行っていると思いますので「基本構想」「基本計画」で２年丸々かけている設定になって

います。「基本構想」「基本計画」はPFIだけの話ではなく従来方式でも必要な工程なので、

PFIが４年もかかるとか、短くしても２年半から３年程度かかるというのは「基本構想」「基

本計画」の期間を含んでの記述と言えます。ここの記述についてはPFIの場合には4年もか
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かるという印象を与えないように、もう少し上手く書けるのではないかと思いますので、

御検討いただければと思います。以上です。 

○北詰部会長 どうもありがとうございます。 

 どうしましょう。 

 取りあえず、このお三方の御意見に対しての御反応でいきたいと思います。 

 事務局、御説明をお願いします。 

○庄司企画官 御意見ありがとうございます。 

 村松委員からは、対象事業について、柔軟にいろいろな発想をというところだと思いま

すので、その前の御意見も踏まえまして、その辺りの理念的なところをしっかりと書き込

んでいくことを考えたいと思います。 

 それから、策定したものを周知していくところも、今の新しいアクションプランでも、

いかにそういった情報を伝えていくかということは非常に重視しているところでございま

すし、今年に入りましていろいろな説明会、例えばオンラインでの説明会を開催して、そ

の状況はYouTubeを使って見逃し配信をしたり、いろいろな取組も始めていっているとこ

ろでございますので、より強化していければと思っているところでございます。 

 それから、福島委員からも御指摘いただいているところでございますが、補足的な説明

は、皆さん共通するところかと思います。事例を集めて参考にしておられるという趣旨で

構成してございますが、工夫を考えたいと思います。 

 あと、下長委員から御指摘の部分で、このフローに関しましては、平成26年６月の簡易

化マニュアルということで、古い情報ではあるのですが、一定の整理をするとこういう形。 

 その後、いろいろな取組が進んでいるので、これが一概にこうだということでもないか

もしれませんので、あまり数字で何年から何年と強調するのは、もしかしたら得策ではな

いというところは、確かに御指摘の部分はあるかという気もします。 

 頭の書き方は工夫しつつも、簡易化マニュアル自体は、今もオープンになっているよう

なものでございますし、そもそもの簡易化ということは、もうちょっといろいろな工夫が

できないかというところも、今後のアクションプランの検討事項として掲げているところ

でございますので、ここの部分に関して、どういったことができるかは、今後、取組とし

てより一層強化していければと考えてございます。 

 以上でございます。 

○北詰部会長 だから、図面はこれでもいいのかもしれませんが、書きぶりのところはぜ

ひよろしくお願いします。 

 では、二本松委員、もしよろしければどうぞ。 

○二本松専門委員 ありがとうございます。 

 本当に質問なのですが、先ほど示していただいた29ページの図の中で、通常のPFI手続だ

と「実施方針公表」から「事業契約締結」までが１年６か月と書いてあるのですが、簡易

化したら１年11か月に伸びるというのは、どこがどう違って伸びているのか、教えていた
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だければなと思った次第なのですが。 

○北詰部会長 事務局、どうぞ。 

 そういうわけではない。 

 事務局のほうで御説明いただけますか。 

○庄司企画官 すみません。事務局のほうで。 

○北詰部会長 １対１の対応になっていないですから、この１年６か月と１年11か月をそ

のまま比較する図ではないですね。 

○庄司企画官 そうですね。 

○二本松専門委員 前半は、実施方針から事業契約までが１年６か月と書いてあるのです。 

 下の図は、実施方針の策定から「事業契約締結」までが１年11か月となっていると思う

のです。 

○庄司企画官 そうですね。 

 何を比較するかという一括作成でごちゃっとしてしまっているところがあって、分かり

づらい。１年11か月と１年６か月を比較してしまうと、含まれているものが違うかなと思

います。 

 １年11か月の言っているところの頭の部分で、通常の手続の幾つかの作業を集約してい

る形で表現しているところがありますが、そういったところがぱっと分かりづらい資料と

いうところもあるかと思いますので、簡易化に関しましても、もうちょっとうまく整理し

て、新たに出していければなと。 

 議事の２つ目でもそういうところをお話しいただきたいと思っているところでございま

すが、説明が不十分ですみません。 

○二本松専門委員 「基本計画」からということで、承知いたしました。 

○北詰部会長 注意書きなり、何なり書いていただければと思いますが、下長委員、よろ

しいですか。一瞬手が挙がったように見えました。 

○下長専門委員 多分、平成26年度に作られているこの資料は、今から見ると、若干無理

があるのかなと思うのです。だから、これを改良していただくのか、あるいはこれをその

まま使うのであれば、説明のところで少し補足なりいただく必要があると思います。 

 以上です。 

○北詰部会長 作り直していただくほどに頑張っていただくかどうかだけの問題なのです

が、趣旨に合うようにしていただくのがいいかとは思います。 

 難波委員、よろしくお願いします。 

○難波委員 度々すみません。 

 もう一点、少し小さなことなのですが、30ページの「定性的評価やサウンディングの有

効活用」と書かれている項目があるかと思うのですが、定性的評価、サウンディングも恐

らく有効なのですが、例えばそれ以外に民間提案制度みたいなものをやることによって、

公共側が考えていなかったような事業に対して、民間から提案が出てくるような事例も結
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構あったりするので、もし可能であれば、そのようなことをやるのも有効ですよと一言書

いていただいてもいいかと思いました。 

 以上です。 

○北詰部会長 どうもありがとうございます。 

 あわせまして、渡辺委員、御発言をお願いします。 

○渡辺専門委員 渡辺です。 

 今、下長委員が御発言されていた29ページの部分について、できましたら、こちらの簡

略化の事例については、修正をお願いできればと思ったところです。 

 と申しますのは、自治体様向けに御提案させていただくと、PFI手法を採用する場合あま

りにも時間がかかり過ぎるので、見合わせるという発言がかなり多かったと認識しており

ます。 

 誤解がないように、こちらの期間については正しく表現していただきたいということと、

もし修正していただくことが可能であれば、PFI手法を採用せずに、一般的な形で調達した

場合の期間も併せて記載していただけると、誤解がない形になろうかと思いますので、ぜ

ひそこを御検討いただければと考えました。 

 以上でございます。 

○北詰部会長 すみません。事務局側の回答を待たずに、部会長が言ってあれなのですが、

結構たくさんの委員がそうおっしゃっているので、申し訳ないのですが、ここは頑張って

直してください。 

 加えて、事務局、もし御回答があれば、よろしくお願いします。 

○庄司企画官 ありがとうございます。 

 部会長、ありがとうございます。 

 工夫をさせていただきます。 

 あと、難波委員からのお話で、民間提案の話でございますが、手引の27ページの20万人

未満の取組の前の章で「参考」という記述を増やしているページがございまして、必ずし

も団体の規模に関係なく、検討可能かなというところで民間提案の活用と追記させていた

だいています。 

 １つ目は「地域プラットフォームの活用」ということで、いろいろな対話の機会、民間

事業者との接点確保というところ。 

 ２つ目に「民間事業者からの提案の活用」ということで、マニュアル等も整備されてい

ますのでということで、書かせていただいてございます。 

 ３つ目では、いろいろなマニュアルと連携することが必要ということも書かせていただ

いておりますので、こちらも参照いただきつつ、取組を進めていただければと考えてござ

います。 

 以上でございます。 

○北詰部会長 どうもありがとうございます。 
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 ほかに御意見、コメントはございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

 多くの御意見をいただきまして、特に修正すべきところがございますので、それをどの

ように進めていくか、最後にまたお願いを申し上げられればと思います。 

 一旦、この議題に関しては質疑をここで切らせていただきまして、次の議題に移りたい

と思います。 

 その他御意見、御質問がある場合は、事務局にメール等で御連絡いただければ、御対応

いただけるものと思います。 

 それでは、議事（２）に参ります。 

 「今後の事業推進部会での検討事項について」ということで、今年度の我々の仕事をど

うやってやっていくかということでございますので、かなりフリーに御議論いただけるの

ではないかと思っています。 

 議事（２）につきまして、事務局から御説明いただければと思います。 

 よろしくお願いします。 

○庄司企画官 それでは、事務局から御説明させていただきたいと思います。 

 資料は、資料２で御説明させていただこうと思います。 

 まず、この議事を設定した背景でございまして、今月３日になりますが、令和４年版の

アクションプランを決定したところでございます。 

 この中では、新たな10年間の事業規模目標を設定し、委員会や計画部会での議論ととも

に、政府内においても積極的に検討を行って、いろいろな施策を見直したり、大幅に強化

しているところでございます。 

 ５月27日に委員会が開催されましたが、このアクションプラン案の議論とともに、参考

資料４でお示ししているところなのですが、今後の委員会の進め方をお示ししまして、両

部会でこういったことを検討していくということを掲げさせていただいているところでご

ざいます。 

 そのうちの「事業推進部会における検討項目」ということで、現在、事務局で検討中の

論点などをお示しいたしまして、委員の皆様には、今後の具体的な検討に向けてのアイデ

ア出しをお願いできればありがたいと思っておりまして、忌憚のない御指摘を期待して、

今回、御説明させていただきたいと思います。 

 いただきましたコメントを踏まえまして、改めて事務局においても整理を行いまして、

具体的な検討に反映していければというところでございます。 

 それでは、１ページ目でございます。 

 ４点検討事項を挙げている中の１つ目は「民間提案制度の導入促進」でございます。 

 アクションプランでは、インセンティブの付与等に先導的に取り組む地方公共団体を技

術的に支援とか、民間提案制度の実効性をより高めるための検討を今年度から強化すると

いうことで記述したところでございます。 

 この中で、今後の取組の論点、留意事項として、事務局のほうで３つプラスアルファで
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書かせていただいているところでございます。 

 １つ目が、提案者に対するインセンティブの設定ということで、本文、アクションプラ

ンにもインセンティブという文言が入っているところでございますが、提案する民間企業

にとって魅力的で、一方で、地方公共団体にとっては、現実的に設定可能なインセンティ

ブとはどのようなものであろうかというところを考えていく必要があるかと思っていると

ころです。 

 インセンティブの一例としましては、加点評価することが考えられますが、この辺りは

昨年のマニュアル作成の中にも反映していただいているところでございますが、加点評価

や随意契約といったこと以外にも、どういったインセンティブの付与が考えられるかとい

ったことも含めまして御議論いただければと思っているところでございます。 

 ２つ目は、民間提案制度の運用の円滑化ということで、制度がうまく使われるというこ

とで考えますと、運用の円滑化を一つ論点として挙げてございまして、効果的な民間提案

の手法やタイミング、官民の対話の進め方はどのようなことがあるかということ。 

 民間からの自由な発案による提案制度を促進していくためには、どういった留意点があ

るかなという点。 

 民間提案制度の運用において、提案する側、される側双方の負担の軽減のためにはどう

いった留意点があるかなという点とか、民間提案の促進のために、自治体がどういった情

報を発信していくべきかといった点があるかということを挙げさせていただいております。 

 ３つ目といたしましては「国による支援の在り方」に関しても御意見いただければと思

っておりまして、制度が普及するために、国とかPFI機構に期待される役割はどういうもの

があり得るかということ。 

 それから、そういった民間提案に取り組む自治体に有効な技術的支援とアクションプラ

ンの本文に書かせていただいています。 

 こういったものについて、どういうものが考えられるかということ。 

 （４）は、そのほかにもいろいろな観点があろうかと思いますので、何か御意見があり

ましたらということで挙げさせていただいているところでございます。 

 次のページ以降で、参考になる情報を整理しておりますので、簡単に触れさせていただ

きます。 

 ２ページでございますが、昨年取りまとめていただいたマニュアルの中で「民間提案の

手法」はどういうものがあるかということで、６条提案、６条によらない提案ということ

で「マーケットサウンディング型」「提案インセンティブ付与型」「選抜・交渉型」とい

ったものがあると整理していただいているところでございます。 

 次のページに行きまして「民間提案の取組状況」を整理してございまして、令和元年９

月の時点の情報ですが、民間提案に対応する仕組みを導入しているのは、PFIに基づくもの

で95団体、PFIに基づかない仕組みを導入しているのが125団体というアンケート結果を回

答いただいているところでございます。 



 

16 

 

 それから、制度はいろいろとあるところでございますが、どういった制度が導入されて

いるかというのも、過去の事業推進部会で御報告しているところでございますが、５～10％

程度の加点をしている自治体はこれらがありますよということとか、民間提案を採用した

場合に、当該提案者を優先交渉権者として協議・交渉し、随意契約を締結するという事例。 

 それから、企業の参画促進のために、報奨金の方法を可能にするような制度を設けてい

るというのがありますよというのが横浜市の例です。 

 あとは、民間事業者の提案を促すということで、検討する事業を自治体側が発信してい

ますよというのが川崎市などの例であります。 

 それから、窓口の設置ということで、常時提案を受け付ける窓口を設けているのは、神

戸市などの例があるところでございます。 

 次のページでございますが、先ほどと重複しますが、桑名市の事例。 

 それから、左下は、PFI法６条に基づく民間提案制度が使われている実績は、ここに挙げ

ている６件程度という状況とか、右側には、過去にお示ししているものでございますが、

富山市の事例なども改めて記載させていただいているところでございます。 

 こういった取組などもございますが、より一層効果的な民間提案制度を導入していくに

はどういった論点があるかということで、ぜひ御議論いただければと思っているのが１点

目でございます。 

 次のページでございます。 

 ２つ目の議題として、事業推進部会で取り扱っていきたいのが「優先的検討規程の実効

性向上」でございます。 

 アクションプランにおきましては、①では、優先検討規程の策定を10万人以上の団体に

促していくところはありますが、その中で運用を支援する事業等を実施していくことは、

従来からの記述でございますが、引き続き取り組んでいきたいところでございます。 

 あわせまして、③でございますが、策定・運用状況については、毎年度調査を行い、結

果を公表するということは従来の記述でございますが、よりしっかりとやっていくという

こととともに、策定されたものが適切な記載になっているか、的確に運用を行われている

かといった総点検が必要かなと。 

 その上で、優先検討規程の実効性の向上に向けた見直しを促進していくということで、

この辺りの運用を確実にしていくところに関しての記述を強化させていただいているとこ

ろでございます。 

 背景といたしましては、優先検討規程の策定をまず進めていくところはありますが、そ

れが本当にPPP/PFIの実施につながっているかということに関しては、まだまだ検証の余

地がある、必ずしもそこが実感されている状況ではないかというところで、こういう記述

をしているところでございます。 

 「検討の論点・留意事項」として３点挙げさせていただいておりますが、まず、総点検

と書かせていただきましたが、どういったところを点検のポイントとしていくかというこ
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とで、実効性はどのように判断していくか、一定の判断をしていく上での例えばKPIみたい

なものは考えられないかという点があるかというところでございます。 

 ２点目としましては、実効性の向上のポイントということで、まず、規程の運用を容易

にしていくためのポイントはどういうところにあるかということは、論点としてあり得る

かというところでございます。 

 あとは指針とかマニュアル、議事の１つ目のほうでも御議論いただいた部分でございま

すが、国が示しているような優先的検討の考え方が地方公共団体における運用を妨げると

か、もうちょっとこういう言い方をすれば運用を促進するといった観点はないだろうかと

いうこと。 

 ３つ目では、優先的検討がPPP/PFIの実施につながる可能性を高めるための運用改善ポ

イントはないかというところを挙げさせていただいております。 

 ３つ目といたしましては、こちらも支援事業が行われている部分でございますが、より

一層その効果を高めるためには、どういった点を強化すればいいかとか、こういった視点

もいただければと思っているところでございます。 

 次のページ以降についても、参考になる現状のデータ等を整理してございます。 

 ６ページでございますが、優先的検討規程の策定状況とPFIの実施状況ということで、こ

ういったものをよくお示ししているのですが、優先的検討規程が策定されている団体が194

団体です。 

 そのうち、PFIの実施経験があるのが118団体です。 

 これにつきましては、策定されている団体のPFI実施率が６割である一方で、策定されて

いない団体の実施率は１割強というところで、策定したほうが実施につながる確率が高い

という示し方をしているのですが、現状、こういったものしかお示しできていないのが定

量的な分析というところでございます。 

 ７ページでございますが「優先的検討規程の運用における課題」ということで、昨年12

月の事業推進部会でお示ししたものを改めてになっておりますが、運用状況はどうですか

とお伺いしたときに、青色の部分は、対象の事業があって、優先検討しましたというとこ

ろで、団体の規模が小さくなるほど割合が減っている。 

 緑の部分は「対象となった事業がなかった」という回答が多くて、これは先ほどの手引

の議論でもあったかと思います。 

 あとは赤とか紫の部分でございますが、対象となった事業があったが、検討が行えなか

ったとか「対象となった事業があったかわからない」というところで、その辺りは規程が

実効性のあるものかというところでは疑問もある部分かと思いますので、これはいろいろ

な着眼点があり得るということを示しているところはあるかと思っております。 

 ８ページでございますが、実効性向上に関係する観点として、２つほどヒアリングや情

報収集を行ってございます。 

 １つ目が、内閣府の支援事業を受けて、優先検討規程の案を策定したものの、まだそれ
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がファイナライズしていないというケースがございまして、その状況を聞き取ったもので

ございます。 

 １つ目ですが、議会におけるPFIに対する反発がなかなか強くて、過去に予算案が否決さ

れたこともあるので、最終化を見合わせている状況があったり、規程策定がPFI事業を実施

する中で並行して進められてきたものの、その事業自体が頓挫してしまったので、規程の

策定自体が先送りされているとか、規程案は作成されているのですが、所管課が決まらな

いため最終化できていない事例。 

 あとは規程案を策定した後に、民間提案制度も盛り込んだものにしていくということで

再検討を行っていますといった回答をもらっている状況でございます。 

 それから、下側でございますが、優先的検討をした結果、PPP/PFIを採用しなかった理由

を公表されている団体がございまして、そこの幾つかを抜粋してきたところでございます。 

 採用しなかった理由を公表していきましょうということは、指針に書かれているところ

でございまして、その理由でございますが、１つ目は、民間事業者による運営の自由度が

低いという言い方になっているものがあります。 

 ２つ目は、一括発注によれば、十分に業務効率化とかを図ることが可能であるため、

PPP/PFIを採用しないということとか、特殊な設備が多くて、PFI事業であれば、いろいろ

と的確・迅速に対応できるといったメリットが感じられないということだと思いますが、

こういった理由を挙げているもの。 

 それから、法令に基づきまして、施設の職員が都道府県職員である必要があるため、

PPP/PFIを採用できないということとか、過去の同様の施設において、従来手法が妥当であ

るとの判断がなされているため、PPP/PFIを採用しないのですよという言い方をされてい

るケースもあります。 

 あとは、PFI方式の場合、従来よりも竣工が２年遅れると。早期の整備が必要であるため

という理由を挙げているところもあります。 

 最後ですが、設計や維持管理業務においては一定の効果はあるのですが、公共サービス

の向上は見込まれないと庁舎建設、学校建設事業などで理由にされているところもありま

す。 

 今、こういったところの運用は、各自治体それぞれで行われているところに関しまして、

実効性を上げていくためにはどのようなことが考えられるかという検討をしてまいれれば

ということで挙げさせていただきました。 

 ３つ目の取り組みたい事項でございますが、９ページでございまして「PFIに取り組みや

すい環境の整備」ということで、具体的にはどういうことかというところで、アクション

プランの記述でございますが、まず、優先検討に関しましては、運用に関する負担を軽減

する観点というところで、引き続きということになりますが、取り組んでいければという

ところでございます。 

 ２つ目のところで、PFI事業導入の手引は、10年以上前に策定されているものでございま
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すが、初めてPPP/PFI事業の検討を行う場合に、いろいろな情報などの参照のしやすさに配

慮した見直しとか、手続などの簡易化、期間短縮、負担軽減という視点から改定の検討を

行っていきたいと挙げさせていただいておるところでございます。 

 あとは、下にいろいろな分野のモデル形成を挙げさせていただいているところでござい

ますが、身近な施設でのPPP/PFI活用や、デジタルとかカーボンニュートラルといったこと

に関しまして、先導的な事例を形成しながら、新たなPPP/PFI活用モデルを形成して、横展

開を図っていきたいということも新たに今年度からの取組として挙げているところでござ

います。 

 これらの施策に関しての論点、留意事項を３つほど挙げさせていただいているところで

ございます。 

 １つ目は、負担軽減が望まれる事項として、どういったところがあるかということで、

いろいろな取組をされてきているところでございますが、より抜本的な着眼点はないかと

いうことで、その視点について御意見いただければありがたいと思っているところです。 

 あと、簡易的な取組手法は、これまで御議論いただいて確立しているにもかかわらず、

なかなか活用されていないケースもあるのではないかということで、そういったところに

ついても分析が必要かなというところでございます。 

 あとは、導入可能性検討や優先検討を例に挙げましたが、いろいろな検討のプロセスに

おいて重複が起きていないかということが、期間短縮とかの着眼点としてあるのではない

かというところでございます。 

 ２つ目ですが、初めてPPP/PFIに取り組む上での必要な環境の整備ということで、１つ目

ですが、取り組みやすい事業例とは何か、その際に必要な最小限の知識もどういうものが

あるだろうかというのを整理していけないかということ。 

 それから、こういった整理をしたとしても、初めてとなりますと、どうしても心理的な

障壁もあるかと思っておりますが、そういったものを取り除いていくためには、どういっ

た取組が有効かということについても挙げられればと思っているところです。 

 あとは、活用モデルの形成の要点というところで、モデルの形成に取り組みたいところ

でございますが、どういったものが整理されれば、モデルとして普及促進が図られていく

かについての御意見もいただければと。 

 これらも含めまして、そのほかにも取り組みやすい環境を整備していくためには、どう

いった着眼点があるかということで御指摘いただければ、ありがたいと思っているところ

でございます。 

 10ページでございます。 

 こちらについても、参考情報を幾つかお示ししているところでございますが、例えば「手

続きの簡易化に向けた取組」は、長く部会等でも御議論いただいたところでございまして、

そのうちの一つとして、簡易化マニュアルが作成されていますとか、分野によっては、学

校とか国土交通分野でもVFMの簡易シミュレーションなどという情報も出たりしていると
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ころでございます。 

 こういったものを有効に活用できれば、簡易化できる部分もありますが、これを使って

もさらに簡易化が必要なのか、もしくはこういったものが周知されているのかといったと

ころもあるのかというところで、例として挙げさせていただきました。 

 11ページでございます。 

 こちらも過去に御覧いただいた機会があったかとは思いますが、PFIは多岐にわたる論

点がございますので、いろいろなガイドライン、手引が策定されて、いろいろな整理がず

っと重ねられてきたところではございますが、こういったものが使いやすい状態にあるの

かというところについては、いろいろと検討の余地もあるのかなというところで、現状策

定されているもの以外にも分野ごとのマニュアル、ガイドラインもまた存在するという状

況でございますとお示ししているところでございます。 

 次のページでございます。 

 取り組みやすい環境ということでは、いろいろな支援メニューもございますというのを

一覧化しているのがこちらでございます。 

 こういった支援メニューが有効に使える状況にあるか、メニュー自体がもうちょっとこ

ういったところにも支援が及ぶようだとありがたいとか、いろいろな着眼点はあるかと思

いますが、現状制度化されているこういった支援について一覧化したものをこちらにお示

しさせていただきました。 

 最後に、４点目の着眼点といたしまして、事業推進部会の検討事項として「情報発信」

の強化に取り組んでいければということで挙げさせていただいております。 

 「情報発信」の具体的な内容ということで、アクションプランの関連の記述は、上でご

ざいますが、②に、地方公共団体、住民、民間事業者、金融機関等の様々な関係者が、そ

れぞれの立場から効果を分かって実感できるような説明ツールの開発を挙げさせていただ

いてございます。 

 もう一つですが、先導的な優良事例等を選定して、国が表彰する制度を創設していけれ

ばということで、これで機運を盛り上げて、やる気になっていくようなことが進められれ

ばというところでございます。 

 今後の進め方を整理しているところがその下でございまして、説明ツールの開発では、

必ずしもPPP/PFIの関心が高くない層をメインターゲットとしまして、説明対象、アピール

ポイント、広報手段を検討していければということで、先ほどの１番から４番までの対象

に対して、どういったものがアピールポイントかと。 

 自治体に向けては、財政負担の軽減効果が重要かと思いますし、住民に向けては、サー

ビスが向上するとか、利便性が向上するといった着眼点があるかなと。 

 民間事業者からすると、民間事業者の収益やビジネスの拡大とかがアピールポイントか

と思います。 

 また、金融機関では、貸付先の増加、収益の貢献といった着眼点があるかなと。 
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 それぞれに合わせていろいろな手段、広報内容を考えていかないといけないのかなとい

うところを整理してみているところでございます。 

 ２つ目の表彰につきまして、やっていくに当たりましては、国として横展開を通じてこ

れから広く進めたい先導的な取組を表彰することを念頭に、具体的なテーマを設定してい

くことを考えておりまして、下の表の中では、例えば脱炭素、デジタル、民間提案の活用

といったチャレンジングな取組とかそういったものをテーマとして挙げて、表彰していっ

たらどうかと。 

 あと、表彰の対象は「優良事例等」と書いてございますが、テーマに該当する事業だけ

ではなくて、取組体制のような地方公共団体、民間事業者も表彰の対象にしていければと

考えているところです。 

 右側の横にありますが、日経BPのホームページに出ているものでございますが「PPPアワ

ード2020」ということでテーマを設定して、このような表彰をされているような例もあり

ますので、こういったものも参考にしつつということでやっていければと。 

 説明が長くなりましたが、多岐にわたるところで、いろいろな忌憚のない御意見をいた

だければということで考えてございます。 

 説明は以上でございます。 

○北詰部会長 ありがとうございました。 

 大きくは「民間提案制度の導入促進」「優先的検討規程の実効性向上」「PFIに取り組み

やすい環境の整備」「情報発信」と４つのテーマでございますし、その中でそれぞれの詳

細の項目について御説明いただきました。 

 大項目についてでも結構ですし、それぞれの項目の中の内容についてでも結構でござい

ます。 

 今日の趣旨は、もちろん内容に踏み込んで御発言いただいても結構なのですが、今年度

はどういう活動をしていくかという検討項目についての議論とお考えいただければと思い

ます。 

 かなり自由に御発言いただいて結構かと思いますので、御発言がある方は、挙手ボタン

を押していただければと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 いかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

 では、今、ぱっと３人の先生方から挙手がありましたので、黒石先生、下長先生、宇野

先生の順でお三方のお話を伺っていきたいと思います。 

 では、黒石委員、お願いします。 

○黒石専門委員 黒石です。 

 今御説明いただいた点は、もちろんいろいろな串で進めるべきだと思いますというのは

大前提なのですが、もう一つ、一歩引いた視点で考えれば、この２～３年で大きく社会環

境が変わっておるわけで、PPP/PFIを推進しようという我々を取り巻く環境も変わってい
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て、特に結果が出始めているコロナショックによる需要リスクの取り方とかはどうしよう

もない話。３年前までは考えていなかったようなリスクと直面して、どう対峙するかとい

う問題があらわになってきておったりするわけです。ですので、今、これまでの対応を前

提とした官民役割分担の在り方や、リスクの取り方とかが成り立たなくなっている現場が

あります。 

 私は困難PTばかり個別にやっているものですから特にそう感じるのですが、既にマーケ

ットがあったり、類似プレーヤーがたくさんいたりして、官が抱え込んでいて非効率な世

界をどんどん出しましょうという世界はいいと思うのですが、もっと民の知恵とノウハウ

を活用して、イノベーティブな公益的事業を引き出したいという話の場合は、正直、従来

型のPPP/PFIが想定している契約とか役割分担ではもう対応できなくなっています。 

 ですので、スキームの在り方も、それこそサービス購入、独立採算でなく、混合型とい

う形が本気で検討されないといけないと思いますし、フィーのやり取りも、プロフィット

シェア型とかリスクシェア型というものがもっと考えられなくてはならないと思います。 

 もっと言えば、私は20年間、公共調達制度自体の根幹に関わる問題意識をずっと持って

いるところですが、会計法にも抵触する可能性はありますが、画一的、硬直的な事前手続

強制ではなく、もっと弾力的に、本当に民間のパートナーを選定しようという形。ですの

で、競争入札タイプではない、新たなパートナー探しの手続、それがフェアかどうかをチ

ェックするモニタリング手続という形。公共調達も難しくなっていっている生き物なので、

そういう変化を遂げていかないとと思っております。 

 表には出しているのですが、あまり御承知されていないかもしれませんが、会計士協会

の調達改革を考えるプロジェクトチームでも、欧米、オーストラリア等で行われているゲ

ートウェイレビューの在り方、実務的指針も定めたガイドラインを先月、日本公認会計士

協会から発表しましたし、公共調達自体の根幹的制度的問題、本当の競争的対話ができて

いないとか、対話により契約内容の変更ができないとか、そこをずっと目をつぶってやっ

てきている世界もスルーし続けてはいけないのではないかと個人的には強く思います。 

 ですので、御説明があった部分は、淡々とクイックに進めつつも、こういった大きな問

題についてもちゃんと問題を棚卸しして、研究し続けるだけでは駄目ですが、ちゃんと追

っていかなくてはいけないのではないかと考えます。 

 以上です。 

○北詰部会長 どうもありがとうございます。 

 事務局、考えておいてくださいね。 

 下長委員、お願いします。 

○下長専門委員 黒石委員が言われたのと少し似ているかもしれませんが、今挙げていた

だいている４つの論点はこれでいいと思うのですが、コロナ後を踏まえたり、いろいろな

公共調達の在り方に対する概念転換みたいなものが起こっている中で、今後のPPP/PFIは

どうあるべきかについて、優先的検討を一つ例に取っても「PPP/PFI」と「従来方式」の二
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元論で議論していても、もはやあまり意味のない議論ではないかと思っています。 

 今、公共調達はいろいろなやり方がある中で、どの事業においても、「どういったプロ

セス、どういった手法で行うのが最適なのかを考えること」を事業推進のプロセスの中に

埋め込むことが非常に大事で、その結果、従来方式になるのは、それはそれでいいと考え

ます。２択とか３択の中で手法を選ぶのではなくて、いかに官民連携とかそういった概念

を競争の中に入れていくのかというあたりの導きを議論するようなところが重要ではない

かとすごく感じています。言葉足らずで申し訳ないのですが、そういったところの論点と

いうか、議論を増やしていただきたいと思いました。 

 以上です。 

○北詰部会長 ありがとうございます。 

 宇野委員、よろしくお願いします。 

○宇野専門委員 宇野でございます。 

 私も、４つの柱については、基本的に大変興味深い内容だと考えております。 

 その中で、多少細かい論点について、少しアイデアを出してみたいと思います。 

 １点目は、民間提案での報奨金についてです。どのような提案が出てきたら報奨金を払

っていいのか、どの程度の報奨金だったらいいのかなど、報奨金を払うに値する提案はど

ういうものなのかということに関する要件を整理する必要があると思います。 

 そうしないと、報奨金が事業コストの一部をなすのかどうか判断がつきづらいのではな

いかと思っております。その点でももう少し報奨金の面について深掘りしてもよいと思い

ます。 

 2点目は情報発信についてです。民間提案を進めていくという意味で、自治体が事業につ

いて情報を発信していくことはとても大切だと思います。その際、もう少し具体の事業に

即して情報発信の在り方を検討してもよいのではないかと思います。例えば廃校跡地の利

活用の場合にはどのような情報を発信するのがよいのか、あるいは社会課題解決のために

PPPを活用しようとする場合にはどのような情報を発信すればよいのかといった点を検討

してもよいのではないかと思います。 

 最後は新しいPPP活用モデルについてです。PPPを地域経済との関係でどのように考えて

いくのか、あるいは地域活性化との関係でどのように考えていくのかということで、アク

ションプランには新しいPPP活用モデルが取り上げられていたと思います。私の理解では、

地域経済とPPPの関係についてこれまで、地域企業が参加しやすい環境を整えるという議

論が主流だったと思うのですが、それに加えて、PPPを使い地域経済を支えるような新しい

企業をどのように創るのか、あるいはどのようなPPP事業があるのかを検討するのはどう

でしょうか。 

 例えば、カーボンニュートラルやインフラ維持が話題に上っていましたので、それらを

複合的に担える地域の主体づくりを議論することもあり得るのではないかと思います。 

 以上、３点です。 
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○北詰部会長 一旦ここで切らせていただいて、事務局、もし御回答があれば。 

 最初のお二人の大きな話と、宇野先生の具体的なお話は、少し分けて御回答いただけれ

ばと思います。 

 事務局、よろしくお願いします。ミュートを外してください。 

○庄司企画官 御意見ありがとうございます。 

 この場はアイデア出しということで考えてございますので、皆さんの御意見をしっかり

とまた取り込んで議論を進めたいというところで、黒石委員、下長委員は、かなり大きな

視点からだと思うのですが、こういうことを意識しながらというところは、今回、アクシ

ョンプランを大幅に転換したタイミングでもありますので、重要かなと感じているところ

でございます。 

 黒石委員から御指摘がありましたこれからのリスクの取り方とか、官民の役割分担みた

いな話に関しましては、今、参考資料４は出せますか。 

 体系的に御説明できなくて申し訳ないのですが、計画部会においては、今後の検討項目

といたしまして、例えば「官民のリスク分担の新たな手法」は、まさにプロフィットシェ

アとかそういった話もあるかと思ってございますし、その上の「制度や推進施策の更なる

改善」に関して挙げさせていただいてございまして、具体的には、いろいろな民間からの

発案とか、もちろん自治体からでも結構なのですが、既存の制度とか施策を前提にせずに、

いろいろな提案をいただいたり、例えば内閣府にもございます規制改革とかの機能を超え

た場を通じて議論するとか、PFI委員会の中でもそういった議論ができればということも

新たに掲げているところでございます。 

 それにしましても、公共調達そのものという話になるとかなり大きなところで、それを

取り扱うのもなかなか難しいところかと思いますが、こういった既存の仕組みにとらわれ

ず、今生じている課題に取り組むようなことは、今後、取り上げていければと考えている

ところでございます。 

 あと、宇野委員からは、民間提案制度に関して様々な御指摘をいただいたところでござ

いますが、まさに具体的に考えていこうとしたときに、どういった提案なら評価すべきか

とか、どういった提案ならどの程度評価すべきかとかは非常に悩ましいなと。 

 インセンティブは有効かもしれませんが、一方で公共調達である公平性とかをどの程度

考慮するかは、非常に大きな問題をはらんでいるなと思っているところで、事例の研究も

必要かとは思いますし、PPP/PFIの民間提案という仕組みだけを捉えて事例収集だけをし

ていても、なかなか難しいかもしれませんので、その辺りは、委員の皆様もいろいろな御

知見からこういったものを見たほうがいいとか、そういうものもありましたら、ぜひ我々

に御指摘いただければありがたいと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○北詰部会長 ありがとうございます。 

 前半の大きなテーマのほうなのですが、２つあって、一つは、両先生方の御指摘は、こ
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こ数年あるいは将来のかなり大きな社会環境変化をバックにして、少し根本的な議論も必

要だろうという御指摘なので、それを大々的にここで掲げることがおっしゃるように少し

難しくても、その論理の背景から得られた詳細な検討項目があれば、事業推進部会で採用

するという選択肢はずっと残しておいてほしいし、何なら実際やりたいなと思っておりま

す。 

 もう一つは、計画部会との仕分ですが、両部会に両方とも入っておられる委員が何人か

いらっしゃると思うのですが、これもうまく仕分していきながら、別にどっちかの部会で

しか議論してはいけないなどというルールはないので、事業推進部会のほうで議論すべき

ものがあるとすればやっていかないと。 

 内閣府のこの委員会としては、そういう大きな議論を避けてはいけないというのが両先

生の御指摘だと思いますので、課題整理等で終わらないで、ぜひ積極的に何か考えていき

たいなと私自身も思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 また後でその話は復活してくるかもしれませんが、一旦、手を挙げておられる先生方３

人に振りたいと思います。 

 難波委員、横山委員、渡辺委員の順でお願いしたいと思います。 

 まず、難波委員、よろしくお願いします。 

○難波委員 ありがとうございます。 

 先ほど来からの議論のある中で、今、国際的にもPPPがどのように変化に対応していくべ

きなのかが一番大きな議論になっていて、特にカーボンニュートラルみたいなものは、既

存の事業であっても対応していくべきではないか、そのために契約はどうあるべきかとい

う議論も出てきていますし、当然、コロナのような環境変化にどう対応するかという非常

に大きな話なので、特に事業推進という視点から考えたときに、事業がPPPであるがために、

硬直的で対応できない、だからPPPをやらないとか、あるいは先ほどの議論にあったように、

準備に４年もかけていたら、その間に環境が大きく変わってしまうから、PPPをやることが

リスクになってしまうということになると、PPPが事業をやる、やらないという俎上にのら

なくなってしまう危険性があるので、そういったところの大きな議論、PPPがどうあるべき

かというところもひとつ視野に入れながら議論すべきだろうと改めて言わせていただきま

す。 

 その上でなのですが、幾つか、どこに当てはめるかは事務局にお任せするのですが、例

えば先ほど活用策というところで、応用編で、今後の課題かなという形でおっしゃってい

た広域化とかバンドリング、あるいは特定事業を追加していくような柔軟なやり方みたい

なところの議論も、できればもう少し皆さんでしていければいいのかなと思いました。 

 あと、国からの支援策のところでも、例えば民間提案を受けてしまった、受けてしまっ

たと言ったらおかしいなあれかもしれないのですが、受けた自治体に対する国の支援の在

り方、あるいは今後、いろいろな事業で、あまりキャパシティーのない自治体に広がって
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いったときに、モニタリングに対する国の支援の在り方といったところも、話としてして

いくことができればいいのかなと思いました。 

 あと、いろいろな新しいやり方として、プロフィットシェアとかいろいろなやり方が出

てきているのは承知した上で、その一方で、それが簡易化とは逆方向に進んでしまってい

る実態もあると考えているので、簡単にやれるプロジェクトは、もっと簡単に、シンプル

にやっていこうよというメッセージも一つには必要なのではないかと考えているので、そ

ういったところも併せて議論できればなと思いました。 

 すみません。あまり整理されていない意見ですが、よろしくお願いします。 

○北詰部会長 ありがとうございます。 

 では、横山委員、よろしくお願いします。 

○横山専門委員 滋賀大学の横山でございます。 

 私からは１点だけですが、今回、また新しく策定されます優先的検討規程の手引をいか

に一層啓蒙、普及していくかといったところが今後の大きな鍵だと思います。 

 そこで、御提案がございますが、私の知る限り、優先的検討規程を地方自治体で策定す

るときの庁内体制は、手引の中に掲載されましたように、行革とかそうした既存の委員会

があって、その中でPPP/PFIの優先的検討規程が策定されるといったケースも多く見受け

られます。 

 一方、優先的検討規程のみを策定するという目的の独立した策定委員会をつくって、策

定されるといったケースもあります。 

 そういうことが全くないという自治体もあるわけでございますが、そこで私がよくお聞

きしますのは、そうした優先的検討規程を策定することに当たって、いきなりアドバイザ

ーといったものをコンサルの皆さんに御相談するのは、そこまでもまだハードルが高いと

いったこともお聞きします。 

 私は、そうした行政委員の委員をよく仰せつかるものですから、私が行革委員等になっ

ている自治体においては、私が御助言申し上げて、優先的検討規程を策定する作業に携わ

ったりするのですが、そうではない自治体は、なかなかそこへアプローチできないといっ

た事情がおありかと思います。 

 そうしたときに、これは御提案ですが、今も可能なのかもしれませんが、優先的検討規

程を策定するについてのアドバイザー的な役割は、私などはもしそういう登録制度等がご

ざいましたら、ぜひ登録させていただいて、全国に紹介していただきたいと思います。 

 今はオンラインで本当に便利になりまして、滋賀県はもとより、私も岐阜、愛知、三重

とか京阪のほうに委員等でお邪魔することもありますが、遠く離れた自治体でも、今はこ

うしてZoomでつながることができます。そうしたことで、策定に関するアドバイザーは務

めることができますので、ぜひ御検討いただけたらと思います。 

 以上でございます。 

○北詰部会長 では、渡辺委員、お願いします。 
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○渡辺専門委員 渡辺です。 

 今後の事業推進部会で検討すべき事項ということで提起いただいたテーマで、ぜひ議論

をお願いしたいと思っております。 

 その中で、２点ほど述べさせていただければと思います。 

 先ほどから、時代であったり、環境の変化といったものに対応していくことを検討して

いくべきであろうという御意見が多く出ているのですが、その中で、今まで１自治体単位

で検討していくところが既定路線できているかと思うのですが、少子高齢化等を踏まえた

中では、今後、地域単位で検討していく案件、事業化していかなければならないような事

業も多く含まれてくるかと思います。 

 例えば水道事業といったものは、広域化を前提に考えていかなければならない状況下に

あろうかと思います。こういった部分も含めて、今後、民間提案制度の導入促進を考えて

いただきたいというのが１点です。 

 ２点目ですが、策定いただいた規程類といったものについて、認知度を上げていくため

に、項番４の「情報発信」の取組をお願いしたいと思っております。 

 コンシューマー向けに情報発信していくということであれば、例えばYouTubeであった

り、Twitter、LINEといったSNSは大変有効だと思うのですが、自治体様であったり、議員

様、民間の事業会社といった団体に向けて情報発信していくために、有効なツールといっ

たものを検討していくことが必要ではないかと考えております。こちらを含めて、ぜひ御

議論いただけるとありがたいと思っております。 

 以上です。 

○北詰部会長 それぞれ御提案ですので、受けますという話なのか、あるいは検討させて

いただく等、いろいろなお答えの仕方はあるかと思うのですが、事務局、よろしくお願い

します。 

○庄司企画官 ありがとうございます。 

 いろいろな着眼点をいただきましたので、しっかりと受けさせていただいて、いろいろ

と議論できればと思っています。 

 １点だけ、横山委員からお話がありましたコンサルに発注する前段階でいろいろな御相

談なり、そういう方法があればということかと思うのですが、我々の専門家の派遣制度み

たいなことは、そんなに長い期間ずっと派遣するというよりは、単発のものかと思います

ので、こういったものもうまく使う。 

 どのような使い方かというのも併せて知らせていくことも重要かと思いますので、制度

がありますよということに加えて、こういう制度はこういう場面で使えるとか、こういう

場面で使ったら、次はこういうステップに進むとか、そういうやり方もあるのかなとは思

いますし、皆さんいろいろな事業例とか、各自治体の取組を見られているものから、この

ようにしたほうがいいというのは、随時いろいろと気になる部分は出てくるように思いま

すので、ぜひそういうインプットを継続的にいただければありがたいと思っているところ
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でございます。 

 以上です。 

○北詰部会長 どうもありがとうございます。 

 １点目の時代変化に対応して、いろいろな検討もどんどん進めていくという話と、簡易

化の方向を両立するような形で、別にどちらかに特化するつもりは毛頭ありません。それ

が両立するような形で議論、課題を整理できればと思っております。その辺もよろしくお

願いいたします。 

 では、続きまして、山口部会長代理、福島委員、二本松委員の順でいきたいと思います。 

 山口委員、よろしくお願いします。 

○山口委員 御説明ありがとうございました。 

 検討事項については、このような内容でよろしいかなと思うのですが、１点「優先的検

討規程の実効性向上」で、視点というか、論点というか、持っておかなくてはいけないな

と思っているのは、既に優先的検討規程を策定しているのだけれども、実際にそれが活用

されていない自治体があると。これは恐らく、規程を策定するようにという形で推進され

ているので、取りあえず形だけつくったと。だけれども、そもそも運用することを想定し

ていないという自治体が少なからずあるのではないかと思うのです。 

 それが多分、先ほどの７ページのアンケートの結果で「対象となった事業がなかった」

という回答はかなり多い。対象になった事業がないという状況ですと、基本的に対象とす

る事業は、どういった事業を行うかは、ある程度計画を立てていると思うのですが、それ

と実際の優先的検討規程の射程がずれているということだと思うのです。 

 さらに「対象となった事業があったかわからない」という回答もあるわけで、それはそ

もそも使うことを想定しているのかという話になるので、形だけつくっていても、当然、

それは運用されないということになるので、実効性は上がらない。 

 さらに今回、今後５年間のアクションプランの策定が既に完了しまして、PPP/PFIの範囲

は大きく変わったということもありますので、既に策定済みの自治体であっても、特に運

用されていない自治体においては、今回のアクションプランの公表を踏まえて、もう一度

優先的検討規程を実際の自治体の実施予定の事業を踏まえた形で、自主的な見直しをして

いただく必要があるのではないかと思います。その辺りも少し検討、整理していただいて、

自治体側に発信していく必要があるのではないかと思います。 

 以上です。 

○北詰部会長 ありがとうございます。 

 では、福島委員、お願いします。 

○福島専門委員 私からは、全然違う観点で恐縮ですが、ずっと前から思っていることな

ので、この際にと思います。 

 直接的に事業推進に結びつくかどうかと言われると、間接的だとは思いますが、挙げて

いただいた中で「情報発信」とかがありましたので、恐らくその範疇、レベルに入ってく
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るものと思います。 

 私自身、直接見たことはないのですが、恐らく、内閣府の中でPFIに関するデータをお持

ちなのだと思います。恐らく、毎年「PFIの現状について」とかをつくられている基になっ

たり、こういった資料を作るときの基にされているデータが多分あるのだと思うのですが、

それをオープンにされてはどうかと思っています。 

 行政のオープンデータという観点もありますし、「PFIの現状について」を１年に１回つ

くられているかと思うのですが、民間と言っていいのか、協会等で整備されているのはも

ちろん重々承知していますが、本来は多分、基本的に国がこういうのをデータ整備して、

オープンにする。中国などでも普通にPPPのデータベースがあるぐらいですから、日本でで

きないわけはないと思っています。 

 要するに、国がデータについてちゃんと整備してくれると、僕も研究者としての顔もあ

りますし、大学の先生方ももちろんそうですし、いろいろな研究も出てくるということで、

間接的ではあるのですが、PFIの事業推進に結びつくのではないかと思っています。 

 だから、国としては、スタティックなデータを提供してくれれば、分析は民間がやりま

すよと、簡単に言うとそういう話で、単純に持っているデータベースをオープンにされて

はどうかというところを、もし可能であれば「情報発信」の中で検討いただければありが

たいと思っています。 

 以上です。 

○北詰部会長 ありがとうございます。 

 二本松委員、よろしくお願いします。 

○二本松専門委員 ありがとうございます。 

 今後の進め方とか議論の内容については、特段異論があるわけではないのですが、先生

方がこれまでおっしゃってくださったとおり、昨今の社会変化を踏まえて、それらを無視

して今後、PFIを進めていくことはなかなか難しいかなと思いますので、今後、PFI事業を

より推進していくために、それこそ社会変化を踏まえて、どこに問題があったのか、それ

こそ入札制度なのか、契約の問題なのか、そういった問題点を含めて広く集約、議論して、

それで今後の議論内容も決めていけるようなことができたらいいのではないかと少し思い

ました。 

 もう一点、民間提案制度なのですが、今までインセンティブがどうなのですとか、随意

契約の問題とか、法制度の制限があるのは十分に分かっているのですが、今の制度だとな

かなか進みづらいところが現実ではないかなと思っているので、資料２の１ページの最後

の「その他、民間提案がより一層活用されるために有効な取組として考えられることは何

か」は、もう少し具体的内容で、海外でどういうことをやっているのかとか、それこそ民

間がこうだったらやりやすいというところとか、少し情報を収集していただいて、選択肢

としてもう少し出てくると、議論もしやすいかなと思いました。 

 以上です。 
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○北詰部会長 ありがとうございます。 

 先ほどの整理と違うのですが、村松委員も手が挙がっていますので、村松委員もぜひ併

せて御発言いただければと思います。 

○村松専門委員 ありがとうございます。 

 今回まとめていただきました今後の活動は、異論ございません。 

 先ほど横山委員がおっしゃったことと若干かぶるところになってしまいますが、こちら

から提案させていただきます。 

 小規模自治体におかれてのなかなか取り組みづらいという問題点は、ノウハウ不足、マ

ンパワー不足にあると資料の中にも御記載いただきました。そこを打ち破って、初めの一

歩を踏み出して、いかにPPP/PFIに取り組んでいただくかという後押しは様々な形でやっ

ていただいてはいるものの、自治体の方、職員の方々を動かしていくために、有効なもの

として幾つか考えられると思います。 

 首長の方のリーダーシップであったり、先ほど横山委員がおっしゃっていたように、外

部の有識者会議をお持ちのところであれば、有識者の方々からの働きかけもあると思いま

す。 

 また、可能性調査とか一次評価といったところで外部のコンサルに委託することもある

と思うのですが、ここはなかなか予算がつきづらいところかもしれませんので、国からの

補助金を積極的に活用いただけるようにといった働きかけも有効かなと思っております。 

 また、機構からの専門家派遣といった事例も今まであったと思いますので、自分たちの

ところでノウハウやマンパワーが不足しても、外部のこういったものが使えるのだよとい

うのをまだ十分に認識していらっしゃらない自治体もあるかもしれませんので、その辺の

アピールというのですか、そういうものを併せてやっていただければいいのかなと思って

おります。 

 そのような外部委託、補助を受けて行ったり、機構から専門家派遣をした場合について

は、これはジャストアイデアですが、そういった支援を受けたら、このようになったとい

う事例紹介。自治体だけでやったのではなく、外部の方を入れたらこのように動きました

といった事例紹介を横展開するといった観点で協力いただくのも一つの方法かなと思って

おります。ここは「情報発信」との組合せという形になりますが、提案させていただきま

した。 

 以上でございます。 

 ありがとうございます。 

○北詰部会長 どうもありがとうございます。 

 ４名の先生方からまとめて御意見を伺いましたが、これもまた事務局から特にこういっ

た点が対応できるとか、ここは既にこういうところで触れてありますよとか、そのような

コメントがございましたら、よろしくお願いします。 

 ミュートを外していただいて、事務局、よろしくお願いします。 
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○庄司企画官 御意見ありがとうございました。 

 多岐にわたるいろいろな御意見で、どれも非常に私の心に響くものでございますので、

ぜひ取り組めるようにしていきたいと思っております。 

 山口先生からいただきました規程の話は、かなり本質をぶっちゃけて言っていただいて

いるところがあるかと思っており、我々の実感にも合うところで、今のアクションプラン

でも、優先的検討規程の実効性向上に向けた見直しを促進すると、見直しをしっかりと視

野に入れないといけないかなという意識ではおりますので、ぜひどういうところがポイン

トかという議論をしっかりと進められればいいかと思っているところでございます。 

 それから、福島委員からのデータをできるだけオープンにするというところは、ぜひ取

り組んでまいりたいと思ってございますし、これまでの部会なども、我々がいろいろと加

工して、いろいろとお示ししたりというところでございまして、こういったところに関し

てもオープンにさせていただければ、皆さんいろいろと分析とかもしていただけるという

つもりで、まず、いろいろなものをオープンにすることにも取り組めれば、より議論が深

まるポイントにもなってくるかと思います。 

 今、我々が持っているデータの精査を始めているところでございますので、ぜひしっか

りとそういうものを活用していただけるような環境を整えていきたいと思っているところ

でございます。 

 あと、二本松委員からは、今後の社会の変化とかに対応してというところもかなり大き

い部分はございますが、併せまして民間提案のところは、海外の事例などもいろいろと整

理されているところのレビューを始めているところでございますので、必ずしも我々が与

えられた範囲の中での検討ということではなくて、ここも実効性を上げていくということ

では、もうちょっと視野を広く持たないといけないところかと思いますので、そういうこ

とにも留意しながら進めていければと思っているところでございます。 

 最後に、村松委員からも御指摘いただいた点は、多岐にわたるところで、本当にどうも

ありがとうございますというところなのですが、支援を受けて、このようなものができた

というところに関しては、すごく大事な視点かなと思いました。 

 我々が事例集とかを出させていただいている中でも、どうしてもこの場所にこういう施

設ができて、このように使われているぐらいの紹介にとどまっていますが、もうちょっと

こういう支援があってとか、こういう議論を経てとか、こういうところで試行錯誤してと

か、そういうストーリー、あとは結果、どういう効果が起きているかとか、事例集一つ取

っても、示し方で全然違う部分もあるかと思いますので、こういったものも含めまして、

いろいろと我々が収集しているものをいかに示していくかというところに取り組めればと

考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○北詰部会長 どうもありがとうございます。 

 もしほかに御意見等がございましたら、いかがでしょうか。 
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 私から２点申し上げます。 

 １点目は、このラインに乗っかった議論ですが、実際に幾つかの未経験、あるいは経験

の少ない自治体にPFIの適用を広げていくという文脈の中でいきますと、２つぐらい情報

が欲しいかなと思うのが、一つは、大分前にも申し上げたことはあるのだけれども、既に

PFIをされたところで、実際、自治体職員がどれぐらいマンパワーと時間をかけたのかとい

う人工計算みたいなものがもうちょっとできないかなと。 

 新しく導入しようとしたときに、当該の部署の管理者が自分の部下をどのように配置し

てやればいいのかは、意外と分かりにくいのではないかということと、当然、その職員が

どんなスキルを持っている必要があるのかというあたりをクリアにしていかないと、多分、

自治体職員にPFI事業をやらせようとする立場の管理者の方からすれば、極めて怖いと思

います。 

 そういった情報が要るだろうということと同時に、今度は地元の企業向けなのですが、

小さな自治体の地元企業でもし適用されたケースがあったときに、単に地元の企業にどう

いうメリットがあったかという情報もそんなにないのではないかと思っています。単純に

売上げが上がりましたとか、受注が増えましたぐらいだったらあると思うのだけれども、

こんなスキルが上がりましたとか、企業内のネットワークが出来上がりましたとか、人材

育成ができましたみたいな効果はないと思うのです。 

 ですから、やみくもに経験のない自治体の地元企業が、PFIなる何か黒船みたいなものが

やってくるから、怖いと言っているような状況であれば、その地元企業に、ほかの事例で

は、地元企業でこんなメリットがあったよという情報は極めて有効なのかなと思うので、

そんなものを集めていくことで、一つ突破口ができるかとは思いました。これが１点目で

ございます。 

 ２点目は、極めて重たい議論なのですが、先ほど来ずっと多くの先生方がおっしゃって

いますように、時代、環境の変化に基づいて、PPP/PFIも大きく見直す時期に来たと思いま

す。 

 たくさんの先生方がそうおっしゃっていますので、部会長としては、そういったテーマ

も進めていくべきだろうという立場にありますので、今回、事務局から４つの大きな課題

を提案していただきましたが、実際に議論ができるようなフレームにするためには、どう

いう項目出しをすればいいかは、まだ私もノーアイデアですが、５つ目の大きな課題を出

すか、あるいは今までの４つの間の中に入れていく形として、そういった時代、環境の変

化に対応した新しいPPP/PFIのスキーム、議論とか、公共調達の在り方といったものについ

て取り組むような姿勢をぜひ示していただければなと思います。 

 いろいろな先生方から御意見いただきまして、私自身が極めて納得した御意見は、下長

委員がおっしゃっていたPPP/PFIか、従来方式という二元論は思考停止に陥るやり方かな

と思います。 

 本当に多様なスキームとか調達の在り方があって、それについて、現場サイドでは、い
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ろいろな方々が現実の仕事に応じてスキームを組成されたり、公共調達のやり方もされて

いて、その中で既存の法律とか制度が壁になったり、知識の偏在みたいなものがその障害

になったり、いろいろなところで壁にぶち当たって、現場で苦労されていると見聞きしま

す。 

 内閣府として、あるいはいろいろな省庁の持っているいろいろなスキームと衝突すると

ころがいっぱいあるので、すぐにできるなどということは我々も思っていないのだけれど

も、少なくとも課題出しとか現行の制度でここまでできる、あるいはこれを突破するため

に、どうしてもここの制度、法律を変えていかなければいけないという洗い出しぐらいは

やってもいいかなと思いますので、今年度どこまでできるか、あるいはその先の持ち越し

かもしれませんが、少し長期課題として持っておきたい。 

 というのは、我々が事業推進部会をやったときに、アクションプランの流れを踏まえて、

今のところ数を増やそうとか、普及をしようということで、先ほど来申し上げたような経

験のない自治体とか小さな自治体はどうしたらいいかということにかなり多くの時間を割

いてきたのだけれども、既にたくさんの多様な経験を持っている大きな自治体とか経験豊

富な自治体でも、新しい時代の流れに応じてどんどんやっていきたいのに、なかなかうま

くいかないという部分について、既に課題を抱えておられる。 

 そこの部分についての対応も内閣府のPFIの役割だし、事業推進部会にも役割がちゃん

とあるはずなので、年度の初めですので、もう一回そっちに目を向けることを忘れないで

おきたいというのが、多分、多くの先生方の御指摘を仮にまとめるとそういうことなのだ

ろうと思います。 

 経験のない自治体への普及活動について、手を休めるつもりは毛頭ないのだけれども、

そちらに重きを置き過ぎたという点について、反省とまでは言いませんが、少し見直しを

して、時代の流れにおけるスキームの変化みたいなもので、場合によっては先進自治体に

対しても提案できるような内容を両にらみで議論できればと思った次第でございます。こ

れはコメントです。 

 ただ、要望あるいは要求でもありますので、よろしくお願いします。 

 先生方、もしほかにございましたら、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

 では、議題（２）につきましても、一旦クローズさせていただきます。 

 その他御意見や御質問がありましたら、委員会後でも結構ですので、事務局に御連絡い

ただければと思います。 

 さて、これで今日予定しておった議事が２つ終わったのですが、１点目の議題のほうで

すが、幾つか修正の御意見があったかと思います。 

 特に大きなものは、一つは、29ページの例のスケジュールのPFIの流れ図です。これにつ

いて、ぜひ修正してほしいということでしたので、これを直していただくことと、全体と

して、対象事例の事例集みたいな雰囲気になっているのだけれども、例えば理念的なもの

とか、そういった背景みたいなものも書き添えていただくことが大きな修正として出てい
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たと思いますし、そのほかにもいろいろとあったと思います。 

 これをどうするかなのですが、一応、舞台裏の話を言って申し訳ないのだけれども、基

本的にはそういったことを踏まえて、事務局に修正していただいた上で公表していく予定

になっております。 

 修正内容の確認について、私の手元のシナリオでは、部会長に一任お願いしたいという

ふうにしろと書いてあるのですが、２点目の事例集みたいなところに少しいろいろとコメ

ントを加えてやっていくのは、私自身もぜひ一任願いたいと自信を持って、胸を張って言

えるのですが、先ほどの29ページの図の修正は、どういたしましょうか。 

 事務局に修正していただいて、私なりにチェックをして、それで進めるという形にする

か、北詰は信用ならぬから、私も見たいということで、どなたかいらっしゃいますか。大

丈夫ですか。 

 では、大変恐縮ですが、こういった修正内容について、私、部会長が確認させていただ

きますので、一任願えれば、それで修正したものが事務局から公表されるという流れにな

ろうかと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

（首肯する委員あり） 

○北詰部会長 ありがとうございます。 

 それでは、本日の議事は以上とさせていただきます。 

 本日は、皆さんの非常に積極的な御意見をいただきまして、ありがとうございました。 

 それでは、事務局にお返しいたします。 

○庄司企画官 皆様、本日はどうもありがとうございました。 

 手引の改定につきましては、今、部会長からございましたように進めてまいりたいと考

えてございます。 

 また、現専門委員の任期は明日までということになってございまして、今後、また改選

手続を経て、新たな体制が発足しまして、本日の議論を引き継ぎながら検討を進めてまい

りたいと考えてございます。 

 次回については、その辺りの調整を経て設定させていただきたいと思いますので、また

後日、日程調整もさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局に人事異動等もございまして、御挨拶をさせていただければと思いま

す。 

○福永参事官 参事官の福永でございます。 

 先生方には、これまで１年間、私の着任以来、御議論いただきまして、ありがとうござ

います。 

 私は、明日付で内閣府から異動することになりまして、この１年間、非常にいろいろと

御指導いただきましたことに改めて感謝申し上げます。 

 今回、この１年間の非常にアクションプランの策定ということで、どちらかといえば個

別の事業推進というよりは、大きいフレームとしてどうしていこうかという議論が中心で
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あったかと思います。 

 これまでも御説明申し上げましたように、アクションプランを踏まえて、今後は目標に

向けて個別の施策をしっかりと積み上げていく、個別のプロジェクトを進めていく段階に

またもう一段、これまで以上にギアを上げて、プロジェクトの数を積み上げていこうとい

うステージにまた来たと思っております。 

 そうした中で、先ほど来御議論いただいておりますが、一つは地域と対象を広げるとい

う中で、まずは今のフレームの中で、今のやり方をどう広げていけるか、適用できるかと

いうところをしっかりと追求したいと思いますし、そうした中で、これは何度も御指摘い

ただきましたように、環境の変化からすると、今の仕組みではうまくいかないところも当

然あるかと思います。 

 この２つは、正直、両方とも大事なのですが、これを両方同時並行で完全にこなせるか

というのもまた難しいところでありますので、私としては、まずは、今のPFIの持っている

ツール、仕組みの可能性をしっかりと追求していくことを先生方の御指導もいただきなが

らより深めていき、そうした中で見えてくるであろう、今の環境からすると、今の仕組み

ではうまくいきにくいところの部分の課題をそこはそこでしっかりと洗い上げつつ、それ

への対応は、課題を抽出する形で、少し中期的な視点も含め対応していくのがいいやり方

ではないかと思っているところでございます。 

 PFIの対象がこれまでも多岐に広がってきている中で、正直、内閣府としてうまく現状を

つかみ切れていないところがあるのではないかと反省しておりますし、また、そこの部分

について、先生方にこれまで以上にインプットをいただければありがたいと思ってござい

ます。 

 私はこのようなことを申し上げながら、先ほど申し上げたように、替わることになりま

したが、引き続きPPP/PFIへの御指導を賜れればと思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○庄司企画官 ありがとうございました。 

 最後になりますが、同じく、進行と説明をさせていただきました私、庄司でございます

が、この７月１日をもって異動することとなりました。 

 資料、説明等、拙い進行も多々あったところと思います。 

 今日もマイクの調子が悪いようで、都度伝わりにくかったところはあるかもしれません

が、引き続き議論も、内容もしかり、進行もしかり、しっかりと進めてまいりたいと思い

ますので、引き続き御協力いただければと思います。 

 １年間どうもありがとうございました。 

 それでは、本日は以上で閉会とさせていただきたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 


